システム開発委託基本契約書

本システム開発委託基本契約書（以下「本契約」という。）は、●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）との間で、システム開発業務に関する基本的事項を定めることを目的として、次のとおり締結する。

第1条（目的）
甲及び乙は、個別契約に基づき実施されるシステム開発業務（以下「本業務」という。）に関し、基本的な取扱い、責任分担、成果物・知的財産権の取扱いその他必要事項を定め、適切かつ円滑な業務遂行を図ることを目的とする。

第2条（定義）
本契約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
1. 「成果物」とは、乙が本業務の遂行により作成するプログラム、仕様書、設計書、資料その他一切の成果をいう。
2. 「個別契約」とは、本契約に基づき、各業務に対応して締結される注文書、作業指示書、覚書等の契約をいう。
3. 「システム」とは、本業務の対象となるソフトウェア、機能、プログラム、データベース、関連資料等を総称する。
4. 「障害」とは、成果物が個別契約で定めた仕様を満たさず、重大な不具合や動作停止等を生じる状態をいう。
5. 「秘密情報」とは、本契約または個別契約に関連して開示される技術上・営業上・業務上の一切の情報をいう。ただし、公知情報、受領前に保有していた情報等は除く。

第3条（業務の委託および受託）
1. 甲は、個別契約により乙に対し本業務を委託し、乙はこれを受託する。
2. 個別契約は、本契約の有効期間内であれば複数回締結することができる。
3. 本契約と個別契約の内容が矛盾・抵触する場合には、個別契約の定めが優先する。

第4条（業務遂行）
1. 乙は、善良な管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。
2. 乙は、甲の事前承諾なく、第三者に本業務の全部または一部を再委託してはならない。
3. 乙は、作業の進捗状況を甲の求めに応じて報告しなければならない。

第5条（仕様の決定・変更）
1. 本業務の仕様は個別契約により定める。
2. 甲が仕様変更を希望する場合、甲乙協議のうえ、費用・納期等を調整し、別途書面で合意するものとする。
3. 仕様の曖昧な部分については、甲乙協議により確定する。

第6条（成果物の検査）
1. 乙は成果物を完成したとき、直ちに甲へ納入しなければならない。
2. 甲は納入の日から●日以内に検査を行い、合格または不合格を乙に通知する。
3. 甲が期間内に通知しない場合、納入日は合格とみなす。
4. 不合格の場合、乙は無償で修補し、再納品しなければならない。

第7条（引渡し後の保証）
1. 乙は、検査合格後●ヶ月間、成果物の障害について無償で修補対応する。
2. ただし、以下の場合は無償対応の対象外とする。
(1) 甲の操作誤り、データ不備によるもの
(2) 甲の環境変更によるもの
(3) 仕様外の利用によるもの
(4) プログラムの改変その他乙の責に帰さないもの

第8条（知的財産権の帰属）
1. 成果物に関する著作権を含む知的財産権は、個別契約で別段の定めがない限り、甲に帰属する。
2. 前項にかかわらず、乙が過去に独自開発したモジュール・ライブラリ等（以下「既存成果物」という。）は乙に帰属する。
3. 乙は、既存成果物を成果物に利用する場合、甲に対し非独占的利用を許諾する。

第9条（報酬および支払条件）
1. 本業務の報酬は、個別契約に定める金額とする。
2. 支払条件は、検査合格後●日以内、または個別契約で定めた条件とする。
3. 甲が支払を遅滞した場合、年●％の割合による遅延損害金を支払う。

第10条（秘密保持）
1. 甲乙は、本契約に関連して知り得た秘密情報を第三者に漏えいしてはならない。
2. 秘密情報は、本業務遂行の目的の範囲内でのみ使用する。
3. 本条は本契約終了後●年間有効とする。

第11条（再委託）
1. 乙は、甲の書面承諾なく再委託してはならない。
2. 再委託を行う場合、乙は再委託先に対して本契約と同等の秘密保持義務等を課し、その行為について全面的な責任を負う。

第12条（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、当該当事者は相手方に対し通常生ずべき損害を賠償しなければならない。ただし、特別損害については、予見可能な場合を除き賠償責任を負わない。

第13条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、締結日より●年間とする。
2. 契約期間満了の●ヶ月前までに当事者のいずれからも書面による終了通知がないとき、本契約は同一条件で自動更新する。

第14条（契約の解除）
1. 甲または乙は、相手方が以下の事由に該当する場合、催告なく本契約を解除できる。
(1) 本契約または個別契約に重大な違反がある場合
(2) 支払停止、破産、民事再生等の申立てがあった場合
(3) 業務の遂行が著しく困難であると合理的に判断される場合
2. 解除により損害が生じた場合、解除原因を生じさせた当事者は、相手方に損害を賠償する。

第15条（権利義務の譲渡禁止）
当事者は、相手方の書面承諾なく、本契約に基づく地位および権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第16条（反社会的勢力の排除）
1. 当事者は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、関係しないことを表明し保証する。
2. 相手方が反社会的勢力に関与した場合、催告なく契約を解除できる。

第17条（不可抗力）
地震、火災、感染症、停電、通信障害その他不可抗力により業務遂行が困難となった場合、当事者はその責を負わない。

第18条（準拠法および管轄）
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争は甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項または解釈につき疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議のうえ円満に解決する。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。







●年●月●日

甲：
住所：
名称：
代表者名：

乙：
住所：
名称：
代表者名：

